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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 追加議案の取扱について（議会運営委員長報告）

３ 議 案 第 ２ ４ 号 平成２５年度陸別町一般会計予算

４ 議 案 第 ２ ５ 号 平成２５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成２５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
５ 議 案 第 ２ ６ 号

予算

６ 議 案 第 ２ ７ 号 平成２５年度陸別町簡易水道事業特別会計予算

７ 議 案 第 ２ ８ 号 平成２５年度陸別町公共下水道事業特別会計予算

８ 議 案 第 ２ ９ 号 平成２５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算

９ 議 案 第 ３ ０ 号 平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算

追加
議 案 第 ３ １ 号 平成２４年度陸別町一般会計補正予算（第８号）

１

１０ 発 議 案 第 ２ 号 陸別町議会ホームページ運営規程

１１ 意見書案第１号 平成２５年度地方財政対策に関する意見書の提出について

１２ 委員会の閉会中の継続調査について

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開議 午前１０時００分

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので御了承願いま

す。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、１番本田議員、２番古田議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 追加議案の取扱について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 追加議案の取り扱いについてを議題とします。

本定例会休会中に提出されました追加議案に係る議事運営について、議会運営委員会で

協議しておりますので、委員長から報告を求めます。

村松委員長。

○議会運営委員長（村松正敏君）〔登壇〕 ３月定例会の運営にかかわる追加議案の取り

扱いについて、本日、議会運営委員会を開催し、慎重に協議しましたので、結果について

報告いたします。

今般、追加提出のありました議案については、議案第３１号平成２４年度陸別町一般会

計補正予算（第８号）１件であります。これを本日の議事日程に組み入れ、お手元にお配

りしております日程表のとおり、平成２５年度陸別町各会計予算審議後に組み入れて、審

議することといたしました。

以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては特段の御協力をお願い申し上

げ、報告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、進めることにしたいと思います。

御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいまの委員長報告のとおり進めることに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第２４号平成２５年度陸別町一般会計予算

◎日程第４ 議案第２５号平成２５年度陸別町国民健康保険

事業勘定特別会計予算

◎日程第５ 議案第２６号平成２５年度陸別町国民健康保険

直営診療施設勘定特別会計予算

◎日程第６ 議案第２７号平成２５年度陸別町簡易水道事業

特別会計予算

◎日程第７ 議案第２８号平成２５年度陸別町公共下水道事

業特別会計予算

◎日程第８ 議案第２９号平成２５年度陸別町介護保険事業

勘定特別会計予算

◎日程第９ 議案第３０号平成２５年度陸別町後期高齢者医

療特別会計予算

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第３ 議案第２４号平成２５年度陸別町一般会計予算から日

程第９ 議案第３０号平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算まで７件を一括議

題とします。

なお、説明を既に終えておりますので、各議案の質疑、討論、採決となります。

これから、議案第２４号の質疑を行います。

初めに、第１条、歳入歳出予算のうち、歳出の逐条質疑を行います。

歳出の事項別明細書は、３６ページからを参照してください。なお、消防費に関して

は、１６７ページから１７０ページまでの消防費負担金内訳も参考にしてください。

１款議会費３６ページから２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４３ページまで。

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、２款総務費１項総務管理費２目文書広報費４３ページ中段

から５目財産管理費４９ページまで。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） まず、４６ページの１３節委託料、それと４８ページの１５節工

事請負費のところでお尋ねをしたいと思います。

まず最初に、１３節の委託料ですけれども、この中で、施設周辺整備ということで、り

くべつ鉄道分、これは商工会への支出であるということの説明がありましたけれども、具
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体的に施設周辺整備ということで３２２万７,０００円ありますが、どのようなものを整

備されるのか、これをまずお聞きしたいと思います。

この中で、また二つ目ですけれども、車両等維持委託ということで、白メーテルの塗装

が出ております。そういった中から、１５節の工事請負費にも、あわせて、りくべつ鉄道

広場の整備ということで、１周４００メートルのトロッコの周回路をつくるということの

説明で、７００万円ということが上げられております。これは、全て、りくべつ鉄道の今

後の工事にかかわるものだと思いますが、りくべつ鉄道については、旧川上駅を模した建

物、それが松浦建設の横にも建ちました。それと、列車の保管庫ということで踏切の横に

もでき上がっております。この後、今回のいろいろ、塗装から、トロッコの整備からいろ

いろとされると。この計画の完成というのは、どの地点を目指しているのかということ

を、あわせてお伺いしたいと思います。現在、この二つ、三つの件、今回整備されるとい

うことで、その完成度を１００％としたら、現在どのパーセントまで、これででき上がる

ことになるのか、お尋ねをしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） まず最初の、施設周辺整備ということで、３２２万７,００

０円の内訳でございますが、これは、毎年、昨年から維持管理費ということで、枕木の交

換ということで４５万円ほど、そして、草刈り業務ということで１８２万４,０００円、

車両の委託ということで、これにつきましては、オイル交換だとか点検だとか、そういっ

たものが含まれるのですけれども、９５万３,０００円ということで、合計で３２７万円

という内訳になっております。

それと、あと、工事請負費の関係でございますが、下のほうのりくべつ鉄道広場整備と

いうことで、これにつきましては、トロッコの周回路ということで７００万円計上してお

りますが、これにつきましては、レールを新たに８００メートルほど、４００メートルが

２本ありますので、延長は４００メートルですけれども、レールとしては８００メートル

あるということで、これにかかる資材として３１０万円ほど、労務費で２５１万円ほど、

そして諸経費、消費税も含んで１３９万円ほどで、合わせて７００万円ほど見ているとい

うのが内訳でございます。

それと、委託料の中で車両の塗装の関係の質問もあったのですけれども、これは車両等

維持委託ということで、車両のラッピングで４６５万円ということでございます。これに

つきましては、内訳は、剥がしというか、塗装を一回めくらなければならないということ

で２５万円ほど、そして下地処理ということで、剥がした後のケレン作業ということで、

清掃だとか、穴の補修だとか腐食防止処理だとか、そういったもので１８８万７,０００

円ほど。そして、今度、塗装に１５５万４,０００円、諸経費として消費税込みで９５万

９,０００円で、合わせて４６５万円を見込んでいるわけでございます。

あと、完成度につきましては、具体的には、まだ車両が、６両のうち、平成２２年に２

両塗装していると。そして、今回が１両ということで、３両目になるわけでございます
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が、全てを塗装だとかそういったものをする考えはございませんので、今のところは４両

ほどということで、もう一つのメーテルのほうがあるのですけれども、それにつきまして

は、腐食の度合いだとかそういったものを見て、商工会と協議して、いつやるのかという

ことを検討しながら、考えているところでございますが、今の予定では、平成２６年度に

残りのメーテルをやりたいという考えを持っております。

それと、完成はいつということでございますが、当然、一番最初に説明した施設周辺整

備事業につきましては、これは毎年度かかる維持経費ということですので、３２２万７,

０００円、約３００万円から３５０万円くらいは毎年かかるものというふうに理解してお

ります。

それと、俗に言うハード面につきましては、具体的に何％ということはちょっと申し上

げられない状況でございますが、今回、環境整備ということで、構外路線のトラフの整備

とか、そういったものについても、今後ですね、今回は３００メートルほど見ているので

すけれども、また奥に延ばしていくのか、それとも環境整備ということで、まだほかにや

ることがあるのか、具体的に、まだ将来の計画については、商工会のほうとは詰めており

ませんので、今後、そういったものも含めて、環境整備を含めて打ち合わせていきたいと

いうふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 今、ここの事業の合わせた金額については細かく説明していただ

きましたので、わかりましたけれども、先ほど言われた平成２６年までというのは、車両

の塗装を繰り返しながら２６年で完成するということでいいですね。一応、そういうこと

でいきますと、ここ何年か、またいろいろな環境整備があるというふうな、今お答えの中

にありました。最終的には、りくべつ鉄道はどのような形にするのかということを、やは

り先にというか、途中でいろいろな状況が出てきて、この面を伸ばすともっとみんなに喜

ばれて、たくさん人を呼ぶことができるのではないかとか、いろいろなことがあるとは思

いますけれども、最終的に、この事業の量、どこまで、どんなことまで目標としてやって

いくのかということは大事なことだと思うのですね。そういったことを、やはり商工会と

きちんと町との話、事業を委託する側、受託の両方あわせて、この事業の最終目的地、ど

こまでやるのかというところを、やはりきちんと話し合いをしていかなければ、いつまで

続くのかなというところもありますし、無駄なところにお金をかけてしまって、次にまた

新しいことをというふうになる場合もなきにしもあらずと、余計な心配かもしれません

が、出てきます。ですから、最終的には、どこまでする、どういう目的を持って、どこま

でやるのだということを、やはり計画的に持っていく必要があるかと思いますが、その辺

についてお答えいただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） りくべつ鉄道の関係、議員御存じのとおり、商工会が運営し
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ておりまして、今年度は松浦踏切まで延長をして、銀河コースという体験運転もできまし

て、大変好評だというふうに聞いております。御指摘の施設整備の関係ですけれども、ま

ず、運営している商工会の意向をまず第一に考えていきたいというふうに思っておりま

す。それで、あと、施設整備関係でいけば、もう８割方は大体できているのかなというふ

うに思っておりますけれども、商工会との話の中で、最終的にどこまで行くかという部分

では、問いかけはしておりますし、今、商工会内部でも協議されているというふうに聞い

ております。したがって、財源的なこともございますけれども、そこら辺については、私

どもも商工会の意向を踏まえながら、トータル的な部分での協議は、先ほど総務課長が

言ったとおりでありますけれども、意思疎通を図りながら、また、商工会の意向を受けな

がら整備を進めていきたいというふうに思っております。８割方は大体整備はできている

のかなと思いますし、先ほど総務課長が説明したように、車両６両のうち２両が終わって

おります。それで、白メーテルを２５年度にやりまして、黄メーテルですか、それを２６

年度にやると。あと、車両６両全部、全てをやるということにはならないというふうに

思っております。１両は、部品関係ですとか、そういったものに残しておくということに

なりますから、そうすると、あと、車両も、黄色メーテルと、もう１両程度かなと、その

ように今は考えています。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） 今のところで、同じところなのですが、トロッコに７００万円と

いうことで、僕も、前から、一周できるトロッコをしたほうがいいということで、ずっと

言い続けてきたほうなのですが、今の、さきの議員の言うとおり、完結というか、どこま

で行くというのは、それは目標があって当たり前なのですけれども、こういうテーマパー

クは、そのとき、そのときのことで、やはり変化を与えていったり、今のトロッコも確か

に行ったり来たりということで、これもどうなのかということなのですけれども、これは

これで、今の線路の上を走るトロッコというのは、なかなかなくて、たまたまこれが円周

にならないので行ったり来たりということで、円周、一周回って、花畑があったりとか、

いろいろあったりするといいということだと思うのですよね。完結というのは、そこまで

いっても構わないのですけれども、必ず変化を与えないとリピーターは来ないと思うので

すよ。そこで、必ずそこでストップということではなくて、やはりこれからの展望を、ま

た商工会とやっていくと思うのですけれども、今のお話もお話でいいと思うのですよね、

必ずどこかに目的を持ってつくるというのはいいのですけれども、お金の問題もあると思

うのですけれども、飽きられるような場面が必ず来ると思うのですよ、そこに、必ずやら

なければいけないことってあると思うのですけれども、そういうビジョンというのはあり

ますか。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 新たな事業展開というのは、例えば資金投入しなくてもでき
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る事業展開もあると思います。つまり、工夫することによって、今の除排雪モーター

カー、ハイモもうまく使って、列車とうまくセッティングした体験というものをつくるだ

とか、そういうお金を投資しないでもできる、今の設備の中でできる新たな事業も、これ

は商工会のほうもまた考えているというふうに思っておりますし、当然、ハード面でいく

と、先ほど８割方と言いましたけれども、もう分線まで、分線川上間がもうないという前

提での話になりますから、あと、今のレールがあるところでの維持管理費ですとか、これ

は毎年かかってくると思います。あと、お金を投資しない、今ある施設での新たな事業展

開ですとか、議員御指摘のことは、そのとおりだというふうに思っております。つまり、

新たな工夫をしながら、毎年毎年、内容を充実させてリピーターをふやしていくという、

これは究極の目標だというふうに思っておりますから、そういった部分でいけば、先ほど

言いましたけれども、商工会の意向を十分受けながら、財源もありますけれども、それは

私どもも計画的に考えておりますけれども、そういった中でリピーターをどうふやしてい

くかということと、新たな事業展開の方向性とか、そういった部分を含めて、商工会とは

今も協議しておりますけれども、今後も意思疎通を図りながら協議をしていきたいという

ふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 今、さきの議員も質問していた、りくべつ鉄道の広場整備という

ことについてです。りくべつ鉄道の今後のことを考えまして、ちょっとお聞きします。

昨日の新聞でも、りくべつ鉄道のことが記事に出ておりました。確かに、駅構外の運転

体験を始めた効果で１,０２４万円ですか、前期から比べると倍増したと。ただ、客数は

３,９５０人で、乗車体験の減少など、前年比３.６％の減となると。それで、いろいろな

新たな展開をしていかなければならない、それから、整備の関係では８０％くらい到達し

ていると。今後のことを考えれば、川上までは行かないということで、分線までというこ

とで残しているということですから、それらを考えたら、あと、そういうふうなことで

言っているのかなというふうに思っております。

ただ、私が心配するのは、今、事業主体というのは、現在、商工会です。商工会の関係

についても、ほとんどボランティア事業的な要素でやっているということで、年齢も高く

なるし、事業者も少なくなっていると。そういうようなことで、運営についても大変厳し

い状況が見えるのかなというふうに思います。施設整備については、町が責任を持って

やっていると。そして、運営については商工会がやっていると。その商工会がいつまでで

きるのか。前に、このスタートしたときは、やはり民間活力を利用しようということで会

社を設立して、その運営に当たって、雇用の場にもつなげていくのだというようなお話が

あったような気がするのです。その辺が、どの時点で、そういうふうになっていくのか。

それから、例えばこうやってトロッコ周辺ができていくと。そうすると、ある程度、昔

より広い範囲を管理していかなければならない状況がありますよね。そうすると、その中
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で、もし、小さな事故、大きな事故もありますけれども、そういうものが起きてくるとい

う可能性もあるとしたときに、ボランティアでは、それをなかなか管理していけないので

はないかなというふうに思うのですよね。その責任体制を、町はどこのことについては責

任を持てる、それから、民間についてはどこまで見ていける、その辺の将来的な考え方に

ついてお聞きします。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 議員御指摘のとおり、商工会が運営している、これは事実で

す。それで、商工会と意見交換なり協議をしている中では、商工会が現在、主体的に担っ

ているという部分、私どもも商工会が頑張っているというふうに思っておりますし。た

だ、確かに過去にはそういう話もあったかもしれません、会社がどうのという話。ただ、

これも、現在担っている商工会があるわけですから、そこら辺との協議というのは当然出

てくると思います。今後どうするかという部分では、今の時点ではちょっとお答えできま

せんけれども、当然、今後どういうふうに持っていくかという部分は、商工会との協議の

中で出てくる話かなというふうに思っておりますから、将来的にこうだとか、ちょっと今

の段階ではお話できないのかなというふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） いろいろなハードの部分については目標があるけれども、ソフト

については、ただ丸投げで商工会がやっているのだから、例えば商工会が失敗したら、そ

れは商工会の責任だというふうに受け取られかねないような雰囲気さえあるのだよね、今

の話だと。というのは、現実に企業体できちんとした形になれば、例えばそこで遊んで楽

しんでもらっている、そのことによって収益がある、収益があるから雇用にもつながる

と、いろいろな連携がとれるのですけれども、商工会というのは、収益事業はできるので

すけれども、あくまでもそれ以上の、例えばそういう幅広い責任等々をとっていけるかと

いうことになると、なかなか難しいというふうに思えるのです。だから、その辺につい

て、やはり今後、どうしていくのかというものを想定してやっていかなかったら大変なこ

とだと思います。

それと、やはり施設の管理で、事故等が起きる場合、だれが責任持つのか。どういうふ

うにするのか。乗りに来た人は陸別町でやっているのだというふうな思いでいるわけです

から、目が届かなくなって、トロッコをやっていてお父さんは構外のほうに行ってると

か、そういうようなことで、もし事故等があったときに誰が責任持つのかというところま

で想定したことを考えなければならないと思います。その辺について、もう一度お伺いし

ます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 事故はないことに。つまりですね、商工会が運営して、商工

会も認識、私どもと一緒になっております、一致しておりますけれども、まず、絶対事故
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を起こさないということで進めております。つまり、大小事故、小さい事故であっても、

発生した場合は、この鉄道事業がマイナスになってくるということが第一にありますの

で、まず事故を起こさないという前提で、保安体制なりを商工会のほうでは確保している

というふうに私も聞いておりますし、やはり事故があってはならない、つまり、これは公

安のほうからも指摘されている事項でありますから、まず、事故があったらどうするでは

なくて、事故を起こさないための対策としてどうしていくかという議論を私どもは商工会

ともしておりますし、商工会も絶対事故は起こさないという前提で運営しているというふ

うに私は認識しております。それで、もし事故が発生したら、云々かんぬんとございます

けれども、まず第一、これはちょっと議員と認識が一致しないかもしれませんけれども、

まず私どもは、事故を発生させないということを第一に考えて、保安体制ですとか、そう

いったことを商工会とも協議をしておりますし、もし事故があったら責任がどうだとかこ

うだという、そこまでは、まだ実際に商工会とは一切話をしておりませんし、まず事故は

起こさないという大前提での保安体制をしいているということで、まず御理解をいただき

たいというふうに思っております。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 私も、別にそこは違わないと思うのですよ。というのは、要する

に想定外という言葉はないと思うのですよ、何にしても。何でも事故が起きないようにす

るために、最善の状況をつくっていくのだということは、そのとおりだと思います。私も

そのとおり。だから、事故があったらどうするのだではなくて、そういうことが、例えば

ボランティアだと、要するに、目の届く範囲だとか責任体制等の関係がありますので、そ

うやって構外型だとかいろいろ幅広くなっていくと、それ相当の人が対応していかなけれ

ばならないということを考えたり、その辺について、今は商工会ですね、その辺。それか

ら、運営主体としての責任、それから、管理団体としての責任については、やはりきちん

と考えておくべきではないかなということです。絶対事故はないというのは当たり前の話

なのだと思います。あったときに、ならないようにするためには、今こういうことをして

いくということをね、やはり、要するに、広くなっていけば目が届かなくなるということ

がありますので、その辺について、やはりきちんとしたことをしていくということであれ

ばよろしいのですけれども。もう一度お聞きします。

○議長（宮川 寛君） 金澤町長。

○町長（金澤紘一君） いろいろ御心配いただいておりますし、これを始めるときも、い

ろいろ御心配いただきました。その心配を受けとめて、よりいいものにしてきたという経

緯、経過があるというふうに思います。日本に一つしかないような、そういう鉄道事業を

展開していると。しかし、私ども陸別の身の丈に合ったものしかできないというふうに基

本的に考えております。それは、財源的にも、あるいは人材的にも、陸別にいる人たち

で、できればやりたい、それが、いろいろな経済効果が回っていく、循環すると、こうい

うふうに思っておりますから、できれば陸別にいる人たちでやりたい。それには、身の丈
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に合ったものしかでき得ないというふうに感じております。

それは、財政的にも一定程度、まだ５億円程度残しておりますが、これは維持管理に計

画的に残していく。さらに、投資はどのぐらいすればいいかというようなことについて

は、事業を展開する基本的な事項でありますから、これらを十分考えないでやれる仕事で

はない。というのは、商工会もそうですし、しかも、自治体で展開するよりも、民間のノ

ウハウ、これが非常に大事だというふうに思っておりますから、民間の皆さん、特に商工

会の考え方、さまざまな考え方を取り入れながら、我々自治体としても責任を持って進め

たいと、こんなふうに考えておりますので、いろいろ御心配については、ぜひとも商工会

とお話ししながら、さらに一層、陸別にしかない鉄道を進めていきたいと、こんなふうに

考えております。

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく２款総務費１項総務管理費６目町有林野管理費５０

ページから１０目諸費５６ページ中段まで。

３番多胡議員。

○３番（多胡祐司君） それでは、５２ページの１５節の工事請負費ということで、２４

年度に町民の善意で古い住宅を提供していただきまして、２４年度で増改築の完了という

ことで、先般、３月８日の日に産業常任委員会で、所管の事務調査をして建物等を見てま

いりました。非常に古民家ながら、すばらしい物件だなと、改めて議員全員で感じたとこ

ろであります。

そこで、２５年度は工事請負の外構工事ということで２１０万円ほど予定をされていま

す。先般の説明では、庭等を改修して除雪をしやすいような場所にしたいということで課

長の説明を受けたわけなのですけれども、また、先般の委員会では、雪解けを待って改め

て再度現地を確認して、ここは非常に、移住促進モデル住宅、または東１条のちょっと暮

らし住宅とは違った、人里離れた環境にありますので、どうか、再度、所管事務調査をし

て、もう少し中身を追求して、ある程度、青写真みたいなものをつくって進めていっても

らいたいなと思っています。いかがでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 外構工事の関係でございますが、先般、除雪等の管理で５０

０平米ほどの面積を砂利を敷いて管理しやすいような形にしたいという説明もさせていた

だいた中で、この外構工事の２１０万円の中には、そのほかに花の移植だとか、あと、修

景施設ということで畑をつくったりだとか、そういったお金も若干入っています。という

ことで御理解をしていただきたいのが、まず１点ということでございます。

それと、できれば移植等も、前に住んでいた方の意向もあって、町としてもできる限り

移植をして残していきたいという思いは持っております。それで、担当としては、移植も

ありますので、いち早く移植できるものはしていきたいという考えのもと、陸別移住を応

援する会だとかそういったもので、この会につきましては、昨年の１０月１０日、作業中

でございましたが、現地を見て状況もわかっておりますので、そういった、その応援する
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会だとか、そういった会の中で、そういった関係を、今言われた移植だとか畑づくりの場

所だとか、そういったものを検討していきたいという考えでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡祐司君） 大体わかりました。一応、４町ほどの広大な敷地を善意でいただ

いたということで、恐らく周りの環境ですとか、植林ですとか、いろいろと考えられると

思いますので、どうか再度検討をしていただいて、ここの移住体験住宅だけは、よその住

宅とは違うのですよというような感じの住宅にしていただきたいと。

また、２３年５月に移住促進モデル住宅に体験入居した１名の方が、今年度４月１日よ

り陸別町に移住をしていただけるという話題もありますので、どうか、少しずつではあり

ますけれども、動いてきておりますので、この恩根内ちょっと暮らし住宅だけは、何かよ

そにないような景観ですので、改めてすばらしい施設にしていただきたいと思って、終わ

ります。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 恩根内のこの住宅につきましては、郊外型ということでござ

いますので、いろいろ特色を出してやっていきたいというふうに思っております。今、担

当レベルでは、例えば、ここに焼き肉ハウスみたいなものを建てたりだとか、郊外でしか

できないような、そういったものも案としてありますので、十分検討をしながら、この陸

別移住を応援する会だとか、そういった関係団体と打ち合わせをしながらやっていきたい

というふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） ５３ページ、７目企画費の１９節負担金補助及び交付金、一番下

の北海道食産業総合振興機構（フード特区機構）の１万円なのですが、このフード特区機

構、この１万円は、賛助会員の入会というか、これからのチャレンジプロジェクト、乳製

品等々の絡みの中に、この機構に入るということの位置づけでいいのでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） フード特区のこの負担金ということでございますが、昨年の

今時期だと思うのですけれども、北海道フードコンプレックス国際戦略総合特区というこ

とで、北海道がこの特区ということで、札幌市、江別市、函館市、そして帯広市が、この

特区に申請をして認められているところでございますが、この帯広市につきましては、帯

広市だけではなくて、十勝管内全市町村ということで申請をしている都合というか、手前

上、何かやっていかなければならないということで、昨年の５月の町村会におきまして、

フード特区の負担金についての会議等がありまして、負担していこうということで、十勝

管内で言いますと、十勝管内全体で３６万円を負担していこうということでございます。

それで、陸別につきましては、フード特区ということで、まだ申請段階なのですけれど
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も、陸別農協のＴＭＲの関係だとか、そういったものもありますので、こういった会に属

して、その負担金を払っていきたいというものでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） この特区３地域、札幌、江別、函館、帯広、十勝ということで、

この機構は、フード特区事業を着実に実現するためのマネジメント機構として、名前を連

ねているのが、高橋知事だとか、札幌、江別、函館、帯広市長等々が名前を連ねて、農産

物の加工とか商品開発、生産の拡大とか、陸別で今やろうとしていることに、製品ができ

てからの話になると思うのですけれども、非常に、売り出したりとか、いろいろ進んでい

くのには、予算的にはここに１万円という、金額が少ないのですけれども、こういうもの

を利用して、どんどん行けるような可能性があるのかなと思うのですけれども、どんどん

これに参加して、前向きにというか、やっていってほしいと思うのですけれども、いかが

ですか。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 十勝管内で帯広近郊につきましては、この制度を利用しなが

ら、特区構想ということで、いろいろな食べ物だとか施設等、計画に乗せて利用しようと

いう考えでございますが、陸別につきましては、先ほど言ったＴＭＲ関係を計画に乗せて

いるということと、あと、管内的に全域を見ますと、税金の控除というか、そういった農

業施設の控除等について特区申請をしているのが多いというふうに聞いております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） ５４ページになります。総務管理費の中の、まちづくり事業につ

いてお伺いいたします。これについては、空き家解体だとか、それらについての費用だと

思っております。前年は６００万円、ことしは５００万円ということで、金額が減ってき

たのかなというふうに思うのですけれども、これらについて、今までの解体の件数だと

か、今後、空き家が少なくなってきて減少傾向になっているのか。それから、将来、前に

も出ましたけれども、市街地の空き家ということで押さえていたと思うのですけれども、

これらについて、今後、要するに、市街地以外のところにも拡大していくのか、それらに

ついてお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） まちづくり事業の補助金なのですけれども、昨年と比べて１

００万円ほど落ちているということでございますが、２４年度につきましては、５件で１

７５万円ほどということで、当初３００万円ほど見ていたものから、量的に少なくなって

きているということで、１００万円ちょっと落としたという経緯があります。

それで、解体の件数でございますが、２４年度まで１４０件ほど解体しておりますが、

ほとんどが、解体の後、新築をするというのは、平成２０年度を機に一件もないというの
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が現実でございます。よって、１件当たり３５万円の補助金がほとんど出ているというよ

うな状況でございますが、それと、あと、郊外につきましては、住宅関係についてはわか

るのですけれども、いろいろな施設が今度出てくるとは思うのですけれども、特に農業関

係の方につきましては、車両庫だとかいろいろなものがあるのですけれども、そういった

ものも、どんなような形がいいのかというのは、今後研究していかなければならない課題

なのかなと。とりあえず、今の段階では、市街地に限ってやらせていただきたいという考

えでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく２款総務費１項総務管理費１１目交流セ

ンター管理費５６ページ中段から１３目地域活性化推進費６３ページ中段まで。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） ６３ページの１３節委託料の中からお尋ねをしたいと思います。

施設設備等改修ということで、３７万３,０００円ということで出ております。これ、説

明の中では、小利別から水を取って、以前、水道水をペットボトルに詰めていたのですけ

れども、これからは何か取水口を設けて、直接取ってミネラルウォーターとして出せるの

だというような話でした。実際、以前、委員会の事務調査の中で、小利別のその水の湧い

ているところを見せていただいたことがありますが、どのような形で給水されるのか、ま

ず最初に伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 施設の中身というか、改修の中身だと思うのですけれども、

水をつくるとき、取水口から浄水、浄水というか、薬品を入れて、そして配水池へ持って

いって、そして一般家庭というような形になるのですけれども、取水口からその配水池へ

行く間に薬を入れる段階があるのですけれども、その段階の手前の管に取り出し口をつ

くって、そこから水を取水するということで、直接、その取水口というか、取水のところ

から管を引いて引っ張ろうということではなくて、その間にある管から分岐させるという

ような工事でございます。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） というと、この３７万３,０００円ぐらいの予算で、その設備と

いうのは間に合うということですか。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 取水口から配水池へ行く間の薬品を入れるところがあるので

すけれども、その間の管があるのですけれども、その管に、ただ分岐する接続管みたいな

ものをつくって、そこから蛇口、蛇口ではないのですけれども、取水口をつけるというこ

とでございますので、この金額で十分足りるということでございます。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡祐司君） それでは、地域活性化推進費の６２ページの９節のまず旅費。普
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通旅費で１６８万５,０００円ということで、これは、りくべつチャレンジプロジェクト

の一環として、専門員ですとか地域おこし協力隊の協力を得ながら行っていくわけなので

すけれども、まず、普通旅費の１６８万５,０００円の、ということは、もう既にどこど

こに行くことを決めている計画があるかなと思うので、まず、その計画をお知らせしてい

ただきたいのと、りくべつチャレンジプロジェクトの中で、２５年度、加工センターを活

用して、エゾシカ肉の商品化、生乳の活用、商品化と、いろいろあるわけなのですけれど

も、まずエゾシカ肉の商品化ということで、とりあえず、今何を考えているのか、それを

お尋ねいたします。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 私のほうから、旅費の関係の説明をさせていただきたいと思

うのですけれども、１６８万５,０００円のうち、内訳といたしましては、地域活性化推

進専門員の分で９８万３,０００円、残りの分が協力隊員の旅費ということになります。

それで、地域活性化推進専門員のほうでいきますと９８万３,０００円なのでございます

が、その内訳といたしましては、牛乳製品の調査ということと、人材導入調査、そして、

あと、水のＰＲ、水の調査研究、そして、木炭の開発調査ということで、それぞれ見て、

道内だとか道外等の旅費を見て、一応９８万３,０００円ということになります。それ

と、残りの旅費については産業振興課のほうになりますので、産業振興課長のほうから説

明するということで、お願いいたします。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） それでは、旅費。協力隊員の旅費であります。２名おり

まして、商工観光推進員と地域ブランド開発推進員、それぞれなのですけれども、それぞ

れ、観光のほうで３３万４,０００円、地域ブランドで３６万８,０００円を見込んでおり

ます。それぞれ、協力隊員自身の研修のための旅費であります。これは、年に数回、全国

の協力隊員が集まった中での研修がございまして、それに参加する旅費、総務省の研修で

あります。それと、移住推進のために、それぞれ別々になりますけれども、東京または大

阪にそれぞれ１回ずつ行きまして、陸別町の移住推進の活動をしていただくということで

予定をしております。

あと、シカ肉の商品化の関係でございますが、現在のところ、ジャーキーを特に進めて

おりまして、その後、ジャーキーに使えない部分の肉の使い方を今検討をしているところ

であります。具体的ではありませんけれども、例えば、今、いろいろ研究、調査をしてお

りまして、その中には、例えばペットフードとかも、これはどうなるかわかりませんけれ

ども、検討しているところでもあります。これは、食品とは直接関係はしてこないですけ

れども、あと、はね肉を使って、いろいろ調理等を、研究開発を進めていく予定をしてお

ります。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡祐司君） 普通旅費のほうは、大体わかりました。
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シカ肉の関係なのですけれども、ジャーキーは最初の製品として取り組んで、あとは

余った肉でというのですけれども、シカ肉のジャーキーをつくる場合は、仮に肉を１００

としたら３割程度しか歩どまりがとれないのですよね、ジャーキーにするシカ肉を。まず

真っ先に考えるのは、陸別町にあるシカ肉を１００％利用するということで、１００％利

用するものから考えて、３割程度しかとれない肉のジャーキーをつくるのが僕は妥当だと

思うのですよね。最初から１００のもので３割の肉をつくって、それを販売していくとい

うことになれば、恐らくコスト的にも相当高いものになると思うのですよね。でなくて、

最初からシカ肉を使って１００のものをつくって、ある程度のものができて、そこから３

割の、それでは、世界に一つしかない陸別だけのジャーキーをつくるというのが僕は妥当

だと思うのですよ。だから、なかなか進んでいかないのではないかと思うのですよね、恐

らく。それと、もし完成した製品を、最後、誰が決めるのか。この味、おいしいものがで

きたよというのを、誰が最後に判断して商品化に結びつけていくのか、そのところと、僕

は恐らく町民の皆さんの御理解がない限り、絶対無理だと思うのですよね。ミネラル

ウォーターも、やはり町民の皆さんに無料配付をして飲んでいただいて、ある程度の感想

をいただいて、おいしい、まあまあとかそういう意見があって、ことし３万本、水をつく

るということになったと思うのですよ。だから、やはり町民に支持されないものをつくっ

ても、恐らく売れないと思うし、広まっていかないのではないかなとも思うわけですよ

ね。だから、あそこにいる３名の方、地域おこし協力隊員１名入れて、３名の方のいろい

ろな話をして、アドバイスをして、陸別のシカ肉を取り上げたら、最初に何がいいのかと

いうことから、原点からやはり始まったほうが僕はいいと思うのですよね。だから、今、

振興公社で扱っているシカ肉のジャーキーにしても、大体、１日２個程度で、年間７００

ぐらい、それで、今、委託をして向こうに送ってやってもらっているわけなのですけれど

も、ジャーキーの分としては２７.８％ぐらいの歩どまりの製品しかとれないと。残り

は、ソーセージにしていただけるから、そこら辺で何とかジャーキーの分がかぶさってく

るという話を聞く中で、やはり１００のものをつくって、それから、ある程度道筋立て

て、３割のぜいたく品のジャーキーをつくるのが僕は妥当だと思うのですよ。最初から、

いきなりジャーキーに取り組むのではなくて。だから、そこら辺の判断と、そこら辺をど

うお考えなのか、お尋ねをいたします。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） ２４年度、ジャーキーから進めてきたわけですけれど

も、それ以外にシカ肉を利用できるものについて、今いる３人と話し合いを進めながら、

いろいろ商品になるものを検討、開発していきたいというふうに考えております。この３

名のほかに、チャレンジプロ、それと産業振興課も入りまして、定期的に話し合いを持つ

ようにしておりますので、その中でいろいろ進めていきたいというふうに考えておりま

す。あと、商品化の最終段階につきましては、試食等も進めまして、いろいろ意見をいた

だきながら、加工センターの運営協議会等で最終的な決定というふうな形になっていくか
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と思います。

以上でございます。

○議長（宮川 寛君） ２番古田議員。

○２番（古田英一君） 私も、りくべつチャレンジプロジェクト関係なのですけれども、

追加の説明資料の中で、陸別百恋水の商標登録または地域ブランド商標登録ということが

書いてあります。しばれ君、つららちゃんというのは、それをしたかどうかというのも

ちょっとわからないのですけれども、この商標登録を今後どのように利用していくかと。

日本各地で、ゆるキャラですか、いろいろあるのですけれども、九州のある県のゆるキャ

ラは経済効果が二百数十億円、くまモンと言いますけれども。また、次に、それの前に有

名になったところは、その商標登録に伴って、一般の人たちが使うのにロイヤリティーを

取ってしまっていたと。それで、金額で言えば十億円ちょっとしか利用されていないとい

うような結果が出ているそうなのですけれども、町民が、例えばそういうキャラクターも

のをつくるとか、いろいろなときに当たって、当然、無料で使用してもらうために、陸別

町のためにということで商標登録をされるのかどうかをお伺いします。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 商標登録の関係でございますが、今考えています内容でござ

いますが、まず、ミネラルウォーターの「陸別百恋水」、これにつきましては、まだ商標

登録していませんので、これをほかの町の水や何か、そういったものに登録される前に、

まずしておきたいというのが第１点目でございます。それと、陸別町のブランド商品の中

で、「日本一寒い町りくべつ」だとか、そういったものを商標登録して、当然、町内で

使っていこうという考えはあるのですけれども、この件については非常に難しい面がある

というふうには聞いておりますが、チャレンジしていきたいと、商標登録に向けてチャレ

ンジしていきたいということでございます。それで、町内に関しては、どんな商品が出て

くるのかわかりませんけれども、当然、そういったものに利用できるものはしていきたい

というふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく２款総務費２項徴税費６３ページ中段から６項監査

委員費７１ページまで。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 賦課徴収費の備品購入費、６５ページ、これは、税務関係でｅ－

Ｔａｘ等々にかかわるパソコンを導入するということで聞いております。この部分につい

て、商工会、農協等の各団体も、税務の効率を図るためにｅ－Ｔａｘをやられておりま

す。陸別町も今回これでｅ－Ｔａｘをやるということなのですけれども、町民課にかかわ

る部分、これについて、対象人数だとか、それによってどのような効率化が図られるのか

について御説明願います。

○議長（宮川 寛君） 朝日町民課長。
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○町民課長（朝日大二君） ｅ－Ｔａｘにつきましては、今、議員がお話のとおり、農協

等でも実施されているわけですが、これらを町として整備することによりまして、より法

人関係の手続が非常に事務的に簡素化されるということが生まれてきます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） もうちょっと聞きたいのですけれども、例えば、ｅ－Ｔａｘをす

るということは、確定申告で町民がやられているよね、そういうこともかかわるのかな。

それらについての、今、どのぐらいの人たちがやっていて、例えば、税務署に書類を提出

するのに、ｅ－Ｔａｘだと非常に早いわけですよね。その辺のことについて、もう少し聞

かせていただければと思います。

○議長（宮川 寛君） 朝日町民課長。

○町民課長（朝日大二君） 現在のｅ－Ｔａｘの利用関係、ちょっと、今、数値は押さえ

ておらなくて申しわけないのですが、今回計上しております予算につきましては、来年の

１月１日以降、提出枚数が１,０００枚以上ある給与報告と、要は、大手の企業関係向け

のですね、１月１日以降、紙ベースで提出が不可能になるものですから、そのための対応

に、こういう法人向けの給与報告対応するための機器を整備するという関連で進めるもの

であります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 一般利用はどうするのだと聞いているのだけれども。一般利用は

できないということですか。

朝日町民課長。

○町民課長（朝日大二君） 今回は、これは一般利用には使わないというものでございま

す。

○議長（宮川 寛君） １１時１５分まで、休憩いたします。

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時１５分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

次に、３款民生費１項社会福祉費７２ページから７８ページまで。

１番本田議員。

○１番（本田 学君） ７８ページの２目の老人福祉費で、負担金補助及び交付金のデイ

サービス運営事業ということで１,１００万円。２４年度の予算では９４８万６,０００円

で、１５０万円アップとなって、約１５０万円ですね。さきの補正等々で、利用者の減で

ここまでなって、今回１,１００万円の予算計上ということでありますが、現状は、いろ

いろ資料等々で見せていただいたり、わかっているところでありますが、今年度、この

１,１００万円という数字が、まだ、利用減によって、またふえていくものなのか、今後

の展開というかを御説明願いたいと思います。
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○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） デイサービスセンターの補助金の関係でござい

ます。昨年、介護報酬の改定の関係と、利用者が減ということで、昨年に比べまして大幅

に、デイサービスセンターの運営の補助金のほうにつきましては伸びているところでござ

います。昨今の利用者の数とか介護認定の数から言いますと、大きく変動することはない

だろうなというふうに思っておりますが、現在、介護保険適用にならなくても通所として

使われている、いきがいホーム通所事業の利用者につきまして、１日平均７名程度、もと

もとが５名程度から、利用者につきましては、六、七と伸びてきまして、現状、それほど

大きな変動がない状態で運営をされております。これらのことを考えますと、デイサービ

スのほうにつきましても利用の待機者がまだいるということを考えれば、これ以上落ち込

むということはないだろうというふうに、担当としては見込んでおります。当分の間は、

元気な人も多いですので現状維持かもしれませんが、どこかの時点でまた多くなったり

減ったりということは、これからも繰り返されるだろうというふうには予想をしておりま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） デイサービス、陸別にとって非常に重要な施設でありまして、僕

の家も、父親が不自由なときに、お風呂等々の問題がありまして、お家でですね、入れる

のですけれども、やはり利用するという、その境目のときに、物すごい、本人に説得と

か、その裏には一回家族の手を休めるとか、その時間帯ですね、お昼を食べて帰ってくる

とかとすると、お家のことができたりとか、いろいろな面があると思うのですけれども、

そのタイミングとか、やはりソフト面で、その対応をするのに、担当者なりが、今も十分

やっていると思うのですけれども、説明の仕方で、やはりデイサービスに行かないとか。

行けば、こういうことなのだとわかると思うのですけれども、やはり不自由というか、痴

呆ではないとか、いろいろ境目があるのですけれども、そこの部分のソフトの部分をもっ

ともっと丁寧にというか、今もやっていると思うのですけれども、やっていただくと、利

用者というか、ふえると思いますし、家族の中で、休憩の時間と言ったら、その障害者な

りそういう方にちょっと失礼になるかもしれないのですけれども、そういう裏の面もある

と思うので、どんどんやはりお家の中でいっぱいいっぱいになる介護ではなくて、やはり

利用してもらうのに、そこはやっぱり家族の中に溶け込んでいって、どんどんやっていっ

ていただきたいなと思うのですが、その辺いかがですか。

○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） 今、議員が言われたような利用の方法が、デイ

サービスで最も有効に利用できる方法だというふうに考えております。特に、家族との関

係ですとか、全体的な面を考えながら、どのようにサービスの利用につなげていくかとい

うことにつきましては、デイサービスセンターの職員と町の地域包括支援センターの職員
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と、それから担当するケアマネと、随時打ち合わせをしながら、この方にはやはり家族か

らアプローチしましょうとか、本人の説得が必要だとか、そういう必要なところをみんな

で話し合って利用につなげているという実態を持っております。これらにつきまして、

今、議員の御指摘の内容について、さらにもっと細かくお話しして、家族にも説明をして

ということを伝えながら利用につなげていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく３款民生費２項児童福祉費７９ページか

ら３項国民年金費８５ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、４款衛生費１項保健衛生費８５ページ下段から２項清掃費

９３ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく４款衛生費３項水道費９４ページから５

款労働費９６ページ下段まで。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） ９６ページの、まず、賃金のところと、１３節の委託料について

伺いたいと思います。

まず、この賃金ですけれども、臨時事務職員賃金ということで１１２万３,０００円と

いうことで出てました。説明の中では、若年層対策として２００人工を見ているというよ

うな説明でしたけれども、緊急雇用対策費として上げてきているものですけれども、この

募集の仕方、若年層対策ということで仕事についての募集の方法、どのようにされている

のかということをまず一つお聞きしたい。

それから、１３節の委託料ですけれども、介護施設従事者人材育成事業ということで５

２６万８,０００円と出ています。これは、ＮＰＯとしらかば苑ですか、法人に対して、

人材育成のために、国から来る事業だったと思うのですけれども、その中で、よりよい介

護者をつくるためにということで出てきているお金だということは理解はしているのです

けれども、今まで何年かここ続いておりますけれども、どのくらいの人数、そしてまたこ

の５２６万８,０００円というのは、何人ぐらい対象になるのかお聞きしたいと思いま

す。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 臨時事務職員の賃金のほうでありますけれども、募集の

方法につきましては、まず、春先に町内回覧で周知をしております。陸別町出身者で学校

を卒業したけれども、まだ就職が見つかっていないという人を対象に募集をかけておりま

す。２４年度の場合は、１回目で応募者がなかったものですから、２回目、１２月にも募

集をかけております。ただ、そのときにも応募者はございませんでした。

以上です。
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○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） 介護福祉施設従事者の人材育成事業の委託料の

関係でございます。議員のほうからお話ありましたように、ＮＰＯ法人と北勝光生会のほ

うに委託をしたいというふうに考えてはおりますけれども、今まで３年、今回で３年目に

なるのですが、利用者につきましては５名の方が採用となっております。今回、１名、１

名出ますので、７名の利用というふうに考えております。新たに雇用ということになりま

すので、当然、今まで働いてない人を雇用して、施設のほうで研修をさせて、資格を取る

までの勉強をさせると。その上で、施設において有効に活用していただくというような制

度のものでございます。

以上でございます。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 最初の賃金ですけれども、春先に募集をかけて、それがなくて、

２４年度の場合ですね、１２月にも応募者がなかったということですけれども、これは陸

別町の、例えば高校卒業者ですとか、そういった方々というのは、全て町外というか、そ

ういうところで、町内でもあることでしょうけれども、皆さん就職されて、職が充当され

ているというふうに理解していいのか。また、途中で、ゼロだった場合、１２月に、もう

一度したということですけれども、町内には、途中でＵターンというのですかね、春には

専門学校に行ったり、また就職をしていったけれども、よその町から帰ってきていると

いった人たちのことを聞いて、耳に入るのですね。陸別で何か仕事がないかということが

あるのですけれども、そういったときに、もっとふだんの広報誌の中でも何でも、帰って

きて仕事を求めているのでしたら、こういうことがありますよという周知の方法をもっと

積極的にとっていかないとだめかなというふうに思うのですね。タイミングが何かすごく

必要であって、仕事があるときと、それから募集の時期と、本人が帰ってきているとか、

そういったときのタイミングというのはとても大事なことだと思います。そういった中か

ら、ここで、陸別町で働く若い人ができるということにつなげていく予算にしてもらいた

いなというふうに思いますので、もう少し、年に２度ぐらいではなくて、ふだんもこうい

う制度があって、働きたければありますよというようなことをお知らせする機会を持つべ

きではないかなというふうに思います。

それと、また委託料の分ですけれども、今まで５名ということで、これ新規採用につな

がるというふうに認識していいですね。ということは、介護の質がアップするということ

もあるでしょうし、また、帰ってきて仕事を、正職員になるために、自分でスキルアップ

をしながら研修を受けるということでは、大変重要な、また、一番その介護の部分につい

ては、今すごく、前でしたらヘルパーの２級くらいでよかったものが、それだけでは済ま

ない人材を求めているというような介護の世界の状況がありますので、陸別の人にも、ぜ

ひそういったことを利用しながら、どんどんと事業に乗っかってやっていけるようにとい

うことで、これは国のということがありましたので、この先どのくらい続くのかちょっと
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わかりませんけれども、その辺は何かつかまれているところはあるのでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 募集の関係でございますけれども、この事業は、該当者

が出た場合、随時対応するというような形をとっておりますので、まずは、町民の皆さん

からいろいろ情報発信、伝えていただくということも含めまして、広報等について、もう

ちょっと、きめ細かくやっていきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） 今回の制度の利用者につきましては、新規採用

に必ずつながっているものでございます。あと、国の制度の関係ですけれども、これは毎

年出てきておりまして、いつまでということではなくて、一年一年で制度ができて、どう

ですかと声がかかるものですから、先が全く見えているものではありません。出てくれ

ば、また新たに該当する箇所と協議をしながらということになろうかと思います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） 同じ９６ページの委託料の緊急雇用対策事業ということで、１,

８２８万７,０００円。昨年度、２４年度は２,３７８万５,０００円の予算計上で、さき

の補正予算で１,０００万円ほど残ったというか。これは、仕事があったということで、

お金が残ったということは、この利用が少なかったということは、仕事があったというこ

とだと思うのですけれども、ことし５００万円減で見ている根拠というか、そこを御説明

願いたいです。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） 緊急雇用対策事業の委託料でございますけれども、例

年、満度に見れるようにということで準備をしてきていたところでありますけれども、こ

こ数年、利用率が大分下がってきているということで、今回、前年、過去の利用実績等も

踏まえまして、減額をさせていただいているところでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） 減らすというのは、それは今までの実績を見てということで、こ

れは結果論というかですね、１年たって仕事があったかなかったかということに、最後の

補正でお金が残りましたとかということだと思うのですよ。ぜひ、減額しても当然、何が

起きるかわからないと思いますので、そのときは補正を組むなり増額するなりということ

をぜひ念頭に入れて進めていただきたいなと思うのですけれども、いかがですか。

○議長（宮川 寛君） 金澤町長。

○町長（金澤紘一君） これ、町の単費事業でありますから、足らなくなったら、ぜひと

も補正できるように、当然していきたいと、こんなふうに思っております。
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ただ、議員おっしゃるように、その年々によって、タイミングやら仕事の量が急激に出

た場合については、町内業者も対応できない、町民も対応できないというようなことがあ

りますから、上がり下がりが当然あるというふうに思います。その辺は、状況を見ながら

弾力的に進めていきたいと、こんなふうに思っています。

○議長（宮川 寛君） 次に、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費９６ページ

下段から４目畜産業費１０２ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく６款農林水産業費１項農業費５目農地費１０３ペー

ジから廃目農用地管理事業費１０９ページ中段まで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく６款農林水産業費２項林業費１０９ペー

ジ中段から１１２ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、７款商工費１１２ページ下段から１１７ページ

下段まで。

３番多胡議員。

○３番（多胡祐司君） それでは、１１４ページの商工振興費の中の交付金ということ

で、日産自動車購入の助成に対して３１０万円ということで、２４年度も同額であったの

ではないかと思うのですけれども、２４年度の実績を教えていただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 現在８台で、交付金は１５０万円ほどの予定でございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡祐司君） その中で、８台ということで、一昨年、たしか利用が少なかった

わけだと思うのですけれども、その中で同じ質問をしたと思うのですけれども、規制緩和

を図って、１台買った人が２台目だとか、２トントラックを４トンだとか、そういうふう

にお願いをしたわけなのですけれども、そういう中での新たな利用というのは見込まれた

のかどうか、どうでしょうか。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 制度改正によって、トラックが１台ほど今回上がってきてお

ります。ほかの７台については、２台持つとか、そういったものはないというふうな状況

でございます。

○議長（宮川 寛君） 次に、８款土木費１項土木管理費１１７ページ下段から２項道路

橋りょう費１２２ページまで。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） まず、土木管理費の委託料、樋門管理、１１８ページ。これにつ
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いて、樋門というのは、堤防等の下を通り抜ける排水水路だとかということになるのです

けれども、これは今まで行政が行ってきたと思うのですけれども、何カ所あるのか。それ

によって、今回委託することによって、どういう利便性につながるのか。それから、災害

時の対策としての心配という、その辺についてどういうふうになっているのか、お聞きし

ます。

それと、同じ１２２ページの１５節の工事請負費、街路灯改修事業、これについて、昨

年１５基、私の店の前からしらかば苑に向けてのところにＬＥＤがついたということで

す。これについても、昨年は初めての事業なので、そのデータをとって、どういうことが

今後に生かせるか、それから、電気料等がＬＥＤにすることで安くなるというようなこと

もありましたので、その辺の結果について、まずお聞きいたします。

○議長（宮川 寛君） 小栗建設課長。

○建設課長（小栗幹夫君） まず樋門に関してであります。１３基ありまして、この管理

は、今までその付近の方に管理を委託して行っていたのですけれども、高齢化に伴いまし

て、災害時、例えば水かさがふえて、その点検、樋門をもし閉める場合、ひとりで行くわ

けにもいかないということで、誰か町職員がついて行くだとか、そういった形になります

と、非常に管理が難しくなってきたということで、北海道とも協議しまして、その中で業

者委託できないかということになりまして、その辺、事務的な手続等含めて、業者委託に

今回持っていく方向であります。特に、内容としては、定期検査もありまして、そのほか

に、今言った災害時の点検等が出てくるということで、やはり危険も伴うということもあ

りまして、ことしから、そういった業者に委託できるようにしていきたいというふうに考

えております。

あと、１２２ページの街路灯費のＬＥＤの関係でありますけれども、２４年度に、東１

条２丁目通り、１２基あったのですけれども、これは１５基に今ふえた形でありますけれ

ども、照度的には低くはなったのですけれども、見た感じが、ちょうど目線に光が入ると

いうこともありまして、その暗さ自体が、ある程度、地域の方にも、住んでいる方にも聞

いてみたのですけれども、暗く感じたという人も若干おられたのですけれども、見た感じ

は非常に、そう暗く感じないという方もおられまして、今後、いろいろと検証しながら進

めていきたいということであります。それで、今回、従来と比較して、電気料に関しまし

て、１１月分だけちょっと試算してみました。その結果、従前、３００ワットで電気料が

１,４４０円ほどかかっていたのですけれども、ＬＥＤの３０ワットにすることによっ

て、月２４０円ほどということで、８３％ほどの減になっているという実績であります。

そういうことからも、今後、北電さんのほうの電気、節電等を含めていくと、こういう形

で進めていくのがいいのかなということで、ことしに関しましては、町道の駅前東通りな

のですけれども、そこに６基２灯、１２灯ついている分なのですけれども、ここにＬＥＤ

をつけて検証していきたいというふうに考えております。

以上であります。
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○議長（宮川 寛君） 村松議員。

○６番（村松正敏君） 最初の樋門管理の部分ですね。これについては、付近の人たちに

協力を求めてやってきたということで、高齢化してきているので、そのことについては、

例えば、こういう点検等の考え方から言えば、言ったとおりではないかなというふうに思

います。やはり、こういう部分で業者に委託することによって管理体制がきちんとでき、

それから、例えば不備が見つかれば早急にやれるような効率的なことをしていくのは、い

いことではないかなというふうに思っております。

２番目の街路灯の関係ですけれども、これについて、私も自分の家の前なものだから、

つけたときの感想から言えば、歩道面ではなく、車道のほうだね。車道のほうは非常に明

るく感じるのですけれども、たまたま、歩道のほうがどうして暗いのかなというふうに感

じたときに、あの街路灯が直接電柱に取りつけられるのですよね。というのは、今まで

だったらアームがあって、その向こうについているということで、電柱の後ろ側が、どう

しても今のつけ方だと暗くなってしまうと。だから、例えばちょっと工夫することによっ

て裏のほうまで光が来るのかなというふうに思うので、その辺のことを検討してみたらい

いのではないかなというふうに思います。

あと、電気料については、３０ワットということなのですけれども、８３％ほど減に

なったというようなことでいけば、本当に電気料の節約という意味では、非常によかった

のかなというふうに思います。今後とも、設置する場合の、その周辺のデータをとりなが

ら、改善できるところはしてほしいというふうに思います。

○議長（宮川 寛君） 小栗建設課長。

○建設課長（小栗幹夫君） 樋門のほうに関しましては、今後も、洪水等が発生したとき

に、速やかに業者に連絡して、その管理を、今後きちんとしていきたいと思っておりま

す。

ＬＥＤに関しまして、今、議員仰せられたとおり、電柱に抱かせているという今状況で

ありまして、メーカーによって角度を変えられるというか、その辺、工夫をされているＬ

ＥＤの外灯もありますので、そこら辺も、今回こういった検証を踏まえて、今後に生かし

ていきたいと思っております。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） 次に、同じく８款土木費３項河川費１２３ページから９款消防費

１２７ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１０款教育費１項教育総務費１２７ページ下段から１３３

ページ下段まで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、同じく１０款教育費２項小学校費１３３ページ

下段から３項中学校費１４０ページ下段まで。
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７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） まず、１３４ページの１３節、１３５ページにまたがっておりま

すけれども、この中で、施設整備ということで９７万１,０００円。その中に、インター

ホンの設置ということがありました。それとあわせて１３８ページ、これも１３節委託料

の中からですけれども、施設整備の中で、防犯カメラを２カ所設置、１１０万６,０００

円の中で予算を見ていると説明がありましたけれども、まず、インターホンは今までな

かったのですね。私ちょっと、これはびっくりしたのですが、いろいろと学校現場に不安

なことが起きる、事件も起きているということで、これらの対策を立てられたのだと思い

ます、安全対策だと思いますが、インターホンはどこにつながって、誰が主に、専門に出

るのかということと、それから、カメラについても２カ所、これについても、設置場所、

これは中学校ですけれども、設置場所をどこにするのか、どういった管理をしていくのか

ということについて、伺いたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 有田教育委員会次長。

○教育委員会次長（有田勝彦君） 今御質問のありました、インターホンと防犯カメラの

関係であります。まず、小学校は新築の校舎でありますけれども、職員玄関にインターホ

ンがありませんでした。要は、カメラつきのインターホンがなかったということで、現在

は、小学校の児童玄関につきましては、防犯上で施錠をしております。ですから、登校後

は施錠をしているということであります。そのため、部外者が児童玄関から入るというこ

とは、現在ないという状況であります。通常の部外者の方につきましては、小学校の職員

玄関から入るということでありますけれども、こちらについては、通常のカメラつきでな

いインターホンはありますので、その音によりまして、職員室にいる者が対応をしていた

ということであります。ただ、十勝管内でも、学校への侵入だとか、いろいろ防犯上、危

険な事例が出てきているということで、その辺の施錠に対しての対応も必要だということ

でありまして、今後につきましては、職員玄関につきましても、現在施錠はしておりませ

んけれども、防犯カメラつきであれば、部外者の方がチャイムを押してきたときに施錠を

今後できるということで、そこで一旦、カメラでどなたが来たかということを確認して対

応するために、今回、新年度、防犯カメラつきのインターホンを新たにつけたいというこ

とで、小学校についてはそのような対応をしたいということであります。

それから、中学校につきましては、生徒玄関、それから職員玄関ともに施錠はしており

ません。ただ、防犯上の観点から中学校につきましては、ことしに入りましてから、先月

の２月４日から、こちらにつきましては、中学校側から保護者のほうに一応了解を得まし

て、生徒玄関につきましても、今、施錠をしているという状況であります。ですから、中

学校に用事のある方は職員玄関のほうに来られるというような状況であります。

防犯カメラにつきましては、今後、生徒玄関が施錠されるということで、そこへの部外

からの侵入者だとか状況を確認するために、ちょうど中学校につきましては、皆さんも御

存じのとおり、職員室と生徒玄関が離れていると。２階と１階ということでありますの
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で、何が起きているかわからないという状況がありますので、そのために、生徒玄関に２

カ所防犯カメラをつけまして、それが職員室から確認できるという状況で防犯上の対応を

したいというような状況で設置をしたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に同じく１０款教育費４項社会教育費１４０ページ

下段から５項保健体育費１４９ページ中段まで。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１１款災害復旧費１４９ページ中段から１３款予備費１５

０ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳出全般について質疑を行います。

ただし、ページを区切って質疑を行いましたので、その範囲を超えて他のページとの関

連あるものに限定いたします。

古田議員。

○２番（古田英一君） 一般会計の光熱水費についてですが、ざっと４,７００万円以上

ですか、という計上でありますけれども、前年度の節約の取り組み、先ほどＬＥＤ化で節

約がなされたというのがあります。また、電気では、たしか２０１０年度比で、北海道は

７％の節約目標として、政府と北海道電力等から要請があったと思いますけれども、町と

して２４年度は対応したのかどうか。そして、この２５年度はどのような取り組みを考え

て予算計上したのかをお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 平成２４年度におきましては、北電からの要請もあったとい

うことで、節電対策については各課で協力して行ってきているところでございます。節電

効果ということですが、北電の言われた７％をクリアしているというふうに、実際、その

具体的な数字、今回資料はないですけれども、十二、三％は、電気代については節電でき

ているというふうに捉えているところでございます。

それと、来年度に向けても、当然、節電するのは当たり前の話でございますので、各課

協力してやっていきたいということと、今までどおりに、節電についても、トイレ等だと

かいろいろなものについては節電をしていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ２番古田議員。

○２番（古田英一君） 対応がなされたという話ですね。２５年、具体的には何か、これ

とかというのがありましたらお聞かせいただきたい。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。
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○総務課長（高橋 豊君） 具体的には、先ほど言っているとおり、電気代等について

は、トイレの電気を使わないときは当然消して、用事等があるときにはつけると。当然、

階段等につきましても、退庁後は全て消しているということで、そこら辺につきましては

各課協力してやるということと、あと、室内の照明等につきましても、人のいないところ

については、４灯で一つの照明があるのですけれども、そういったところについては、２

灯間引きしているということで、今後とも、そういったことは継続していきたいというふ

うに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 歳出全般について、ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、以上で歳出についての質疑を終わります。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

次に、歳入の逐条質疑を行います。

歳入の事項別明細書は、１１ページから参照してください。

１款町税１１ページから１２ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、２款地方譲与税１２ページ上段から１１款分担金及び負担

金１４ページ下段まで。

３番多胡議員。

○３番（多胡祐司君） それでは、地方交付税についてお尋ねをいたします。

２５年度の税制大綱で国が示した国家公務員の給与の削減支給に準じて、地方公務員の

給与を削減しなさいと、それに伴う地方交付税の削減ということで、うちの場合はどのよ

うな影響があるのか、お尋ねします。

それと、うちが今まで取り組んできた地方公務員の給与の削減ということが、恐らく認

められるのか、認められないのか。また、新たなあれとして、どうするのかをお尋ねをい

たします。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 議員御指摘のとおり、国は２４年度と２５年度ですか、国家

公務員給与７.８％削減ということであります。陸別町として、削減による、試算値では

ありますけれども、もし仮にしなかった場合の影響額というのは、大体３,１９８万２,０

００円の減額になるということになります。それで、あと、地域元気づくり推進費という

のがございまして、これはまさしく、過去の定員管理ですとか、そういったものの試算値

でありまして、それが６８６万３,０００円の増ということになります。したがって、差
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し引き２,５１１万９,０００円が普通交付税として減額になるということであります。陸

別町、議員御指摘のとおり、過去に、１７年度、１８年度、それから１９年度と独自削減

をしておりますし、今現在も昇級抑制ということをやっております。そこら辺含めて、過

去の１６、１７、１８とか、それぐらいのものは反映されませんけれども、あと、定員管

理、職員数の中で、そこら辺は反映されてくるという内容になっております。

問題は、その７.８％をどうするかということだと思うのですが、先ほど言いましたよ

うに、町独自でも既に過去にやっておりますし、現在は様子見という状況であります。管

内的にも、ほとんどの町村が管内様子見というようなことでありまして、４月以降にどう

なってくるのかということが今のところ想定されるところであります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、１２款使用料及び手数料１４ページ下段から１

８ページ中段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１３款国庫支出金１８ページ中段から２１ページ中段ま

で。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１４款道支出金２１ページ中段から２５ページ下段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１５款財産収入２５ページ下段から１８款繰越金

２９ページ上段まで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１９款諸収入２９ページ上段から２０款町債３５ページま

で。

５番七戸議員。

○５番（七戸一登君） ３３ページの５節雑入の中で、ミネラルウォーターについて何点

かお伺いしたいと思います。いずれにしても、地域の活性化推進事業ということで、去年

は１万５,０００本、そして、ことしは、その倍を作製するということで、この事業につ

いてもこれから期待をしたいし、そういう意味での関係で御質問をしたいと思います。町

長の町政執行方針の中に、このミネラルウォーターの販売強化を図るという、これはまだ

途上にありますけれども、そういう中で、まず１点として、平成２４年度に１万５,００

０本つくりました。これの在庫状況をまず。

それから、２点目が、この売払代金２１万円、この予算根拠を教えていただきたい。

それから、今、町内での販売先の件数、何店で、今、ミネラルウォーターを販売してい

るか、その軒数を教えていただきたい。
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町内各種団体、この辺で使っているその配布ですね、町内外イベントでの配布、この辺

の、３万本でつくりました、そのうちの無料で配布するという数があるのであれば、この

辺をちょっと教えていただきたいということで、この辺について今お伺いしたいと思いま

す。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 平成２４年度の在庫状況ということでございますが、２５年

の２月１８日現在なのですけれども、１万５,０００本のうち１万３,４５０本については

出されていますので、残り１,５５０本余りが在庫として２月末現在では残っておりま

す。

それと、２１万円の根拠でございますが、一応３,０００本売れるという予想をしてお

りまして、３,０００本掛ける卸値が７０円ということで、三七、二十一の２１万円とい

うことでございます。

それと、あと、店屋の軒数でございますが、平成２４年度におきましては７軒でござい

ましたが、１軒がなくなっておりますので、６軒に多分卸されるのかなというふうに考え

ております。

それと、２５年度におきましての無料配布の関係でございますが、町民には、今度新し

く、水道水ではない水ということなので、町民には今年度同様に無料配布を予定している

ところでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ５番七戸議員。

○５番（七戸一登君） そうしたら、２５年度、６軒の販売店が売るという形なのです

が、片や無料でということになったときに、どうしてもやはり無料のほうに行ってしま

う。その考え方で、売店６軒のほうから必ず出ていくというような考え、この辺につい

て、ちょっとまた伺いたいと思いますけれども。

○議長（宮川 寛君） 高橋総務課長。

○総務課長（高橋 豊君） 商店の卸のほうは、これは１本当たり７０円ということで卸

していくのですけれども、町民の配布につきましては、町が今年度同様に、町のほうから

配布するというような形をとっていきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ５番七戸議員。

○５番（七戸一登君） できれば経済の活性化ということで、７０円で仕入れて１００円

で売る、３０円の利幅ですけれども、できれば、全てこの６店舗の中から出ていくとい

う、そういう経済的な効果ということは考えられないでしょうか。無料配布してしまうか

ら、できればその６店舗の中から必ず、いろいろなイベントとか無料で使うところに出せ

ないかということです。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。
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○副町長（佐々木敏治君） 議員御指摘のことも考えられますけれども、無料配布という

ことで、イベント関係、いろいろな窓口がございますし、あと、６店舗の公平性とか、そ

ういったことも考えられますし、ちょっと今、時間をいただきたいなということが一つあ

ります。

それともう一つは、できれば町民配布は、町が直接配布、各自治会を通して、協力いた

だいて配布したほうが、トラブルといいますか、その辺が最小限で済むのかなという思い

も、実はあります。したがって、今、町内６店舗を使った配布については、ちょっと時間

をいただきたいなというふうに思っております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほか、ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、歳入の逐条質疑は終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。ただし、ページを区切って質疑を行いました

ので、その範囲を超えて他のページと関連あるものに限定します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳入についての質疑を終わります。

次に、予算書１ページ、第２条債務負担行為及び第３条地方債についての質疑を行いま

す。７ページを参照してください。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、予算書１ページ、第４条一時借入金第５条歳出予算の流用

についての質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、議案第２４号全般について行います。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 質疑なしと認めます。

これで、議案第２４号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２４号平成２５年度陸別町一般会計予算を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２４号は、原案のとおり可決されました。
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○議長（宮川 寛君） これから、議案第２５号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、１４ページから参照してください。２２ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳入全般について行います。

歳入の事項別明細書は、９ページから参照してください。１３ページまで。ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、１ページ、第２条、歳出予算の流用についての質疑を行い

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、議案第２５号全般について質疑を行います。ただし、歳入

歳出に区切って質疑を行いましたので、歳入歳出の両方に関連している場合のみに限定し

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２５号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２５号平成２５年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計予算を採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２５号は、原案のとおり可決されました。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第２６号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

事項別明細書は、１１ページから参照してください。１８ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に歳入全般について行います。

歳入の事項別明細書は、７ページから参照してください。１０ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、予算書１ページ、第２条、一時借入金についての質疑を行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） なければ、次に、議案第２６号全般について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２６号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２６号平成２５年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予

算を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２６号は、原案のとおり可決されました。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第２７号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

歳出の事項別明細書は、９ページから１３ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳入全般について行います。

事項別明細書は、７ページから８ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１ページ、第２条、第２表地方債の質疑を行いま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第３条、一時借入金について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、議案第２７号全般についての質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２７号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２７号平成２５年度陸別町簡易水道事業特別会計予算を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。
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したがって、議案第２７号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２８号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

事項別明細書は、９ページから１３ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、歳入全般について行います。

事項別明細書は、７ページから８ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２条、一時借入金について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 議案第２８号全般について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２８号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２８号平成２５年度陸別町公共下水道事業特別会計予算を採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２８号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第２９号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

事項別明細書は、１１ページから１７ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳入全般について行います。

事項別明細書は、７ページから１０ページまでを参照してください。

５番七戸議員。

○５番（七戸一登君） ９ページの１目介護給付費の準備基金繰入金ということでお尋ね

したいと思っています。

国連人口基金というか、２１世紀の高齢化の報告書によれば、６０歳以上の人口が３割

を占める国は、現在、日本だけだという、そういうような記事がちょっとありましたの

で、そうなってくれば、余計、この介護保険制度、安定したものが不可欠ということが考

えられるのかなと思います。そういう観点から、２４年から、この準備基金の取り崩しを
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していっている、この辺で取り崩しがとまりなのか、また次年度も取り崩しをしなければ

ならないのか、その辺の予測、非常に難しいかもしれませんけれども、その辺の今後の予

測について、わかる範囲でいいですから、お伺いしたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） 基金の関係でございますが、第５期の介護保険

事業計画の中で保険料を積算しております。その中で、基金につきましては、２４年度か

ら２６年度までの３年間で２,５００万円の取り崩しを予定しております。基金について

は、御承知のように、介護保険料から給付費に回らなかった分を積み立てているものでご

ざいますが、これにつきましては、利用がなかった分を返さず積み立てをしているもので

すから、３年ごとに、これが区切られることになります。ですから、できるだけ、介護保

険料を抑えて基金を少なくして、利用者というか、町民の負担を減らすというようなこと

を考えて想定をしております。２４年度では、補正予算の資料にもありますように、７５

０万７,０００円、それから、２５年度の予算で、ここにありますように７７０万７,００

０円ということで、１,５２１万４,０００円の基金の取り崩しを見ております。したがい

まして、当初考えております２,５００万円からいくと、あと１,０００万円残っていると

いう形になりますが、現在の給付費の推移から見ますと、２４年度、２５年度、ほぼ同額

で推移するだろうと見ておりますし、第５期の介護保険事業計画においても、給付費につ

いては、ほぼ計画どおりの推移をしているということから言いまして、基金につきまして

は、大体同額か、多少多く出るような形で推移するのかなというふうに思っております。

残り３,６００万円ほどの基金がありますので、２,５００万円、残り１,０００万円あり

ますが、こちらについても、次の計画の中でまた介護保険料に影響させることもできるの

ではないかというふうに考えております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） 歳入全般について、ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２条、歳出予算の流用についての質疑を行います。

１ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、議案第２９号全般について質疑を行います。

６番村松議員。

○６番（村松正敏君） せっかくですので、資料ナンバー５５に介護の状況が出ていると

思います、それについて、若干、歳入の関係だとか、歳出にかかわる部分について、関連

あると思いますので、お聞きしていきたいと思います。

まず、保険料の関係では、６５歳以上の人で９５４ということで、昨年よりは若干減っ

ているのかなと思います。昨年の資料を見ますと、これについても、所得水準だとかで１

から６まで人数区分等出ていたのですが、今回出ておりません。その辺について、今年度
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はどういう状況なのかということを、まずお聞きします。

それから、介護認定の関係になります。住所地特例との関係、これについても陸別町で

かかわる人というのかな。要するに、ほかの町村に出ていって、陸別町が住所地特例でか

かわっている人が何人いるのか。それから、その逆に、他町村から陸別町にある施設へ入

所している人がいると思います。それらの人数が、どのような数字になっているのか。

それから、介護度の関係ですね。９５４人陸別町には６５歳以上の人がいるのですけれ

ども、介護度１から５まで、要支援が２区分とありますけれども、それらについての数字

的な部分が押さえられて、例えば、その介護度によって、そのサービスが、陸別にはこれ

これつくってありますけれども、それらについて、陸別町で利用者がどのような動きに

なっていくのか、まずお聞きします。

○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） まず、保険料の人数の区分でございますけれど

も、段階別の区分と捉えたのですが、よろしかったでしょうか。

第１段階につきましては１３名、第２段階で２３４名、第３段階で１８１名、第４段階

で２３９名、第５段階で２１２名、第６段階で７５名ということで押さえております。

それから、住所地特例の利用者の数でございますが、こちらにつきましては、現在１４

名の方が外で利用されているというふうに捉えております。

６５歳以上の方の介護度区分別の人数でございます。内容につきましては、認定者数で

お答えをさせていただいと思います。これは、２月の直近の数字になります。要支援１の

方が２５名、要支援２が９名、要介護１が３０名、要介護２が２３名、要介護３が２０

名、要介護４が１１名、要介護５が１９名ということで、認定者数での介護度別は１３７

名になっております。

サービスの受給者数の区分ですけれども、サービスごとの人数は押さえておりませんの

で、大枠での受給者数についてお知らせをしたいと思います。

居宅介護事業、ホームヘルプサービスから認知症グループホームの利用者までの方でご

ざいます。要支援１につきましては１４名、要支援２につきましては５名、要介護１につ

きましては１９名、要介護２が１２名、要介護３が５名、４が２名、５が２名ということ

で、５９名の方が介護予防と通常の介護とあわせてホームヘルプ、それからショートステ

イですとか、デイサービスですとかグループホームの利用ということになっております。

施設サービスにつきましては、要介護度２の方が４名、要介護度３の方が４名、要介護

度４の方が６名、要介護度５の方が１２名ということで、２６名の方が現在利用をされて

おります。

あと、地域密着型ということで、グループホームの介護予防の関係ですとかで利用され

ている方になります。要支援２が２名、それから要介護１が６名、２が５名、３が６名、

４が３名、５が１名ということで、２３名の利用となっております。

以上です。
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○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 現在の数字的には、このような数字だと。これについて、要する

に、陸別町は高齢化率というのは３６％近くになっているのかなというふうに思っており

ます。ただ、この七、八、十年ぐらい前から、高齢者の数字を見ていると、１,０００人

以上いたときから見たら、だんだん減少傾向にあると。それから、要支援、要介護の関係

ですね、認定者が１３７名ですか、現在。そういう数字が、将来に向かって、陸別の高齢

者計画等を見ますと、どんどん数字が少なくなっていく、そういうことが影響して、やは

りデイサービスの分での状況も出てきているのかなというふうには思っております。今

後、その施設介護におきましても、要するに陸別のキャパ、受け皿の部分で言った場合

に、そこにあきが出てくるような状況が出てくるだとか、そうすると、町独自でやる高齢

者のサービスの部分でも、ホームヘルプの部分についても、人数が減少傾向にあるのかな

というふうになるのですね。そうすると、施設が何カ所もあることによって、こう競合す

るような部分がある程度出てくると。そういうことになってくると、やはりその辺の、行

政がどういうふうにすり合わせをしていくかというようなことも考えられるような状況が

来るのではないかなというふうに思うのですけれども、その辺について、保健センターと

してどのように考えているのか、行政としてですね、お聞きします。

○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） まず初めに、先ほどの御質問の中で、ほかから

陸別に来ている人の数をお答えしておりませんでしたので、お答えしたいと思います。現

在、３２名の方が陸別に来られて、介護保険のサービスの利用をされております。

それから、施設のキャパですとか、利用者の数が減るのではないかということによっ

て、そのサービスを提供する場所が今ので適切かどうかという御質問かと思いますが、こ

れにつきましては、今、議員御指摘のように、これから高齢者の数も少しずつ減っていく

と思われております。その中で、どれだけの利用者が出るかというのは、なかなか一概に

予測がつくものではございませんけれども、将来的にはだんだん減っていくというのは御

承知のとおりかと思います。その中で、各施設、ＮＰＯ、社会福祉法人などとのすり合わ

せについては、これから早い時期に必要であるというふうに、担当としては捉えておりま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 最後になりますけれども、他町からも今３２名入っていると。や

はり、施設介護のＮＰＯにしても、北勝光生会にしてもそうなのですけれども、これから

他町村も地域密着型ということで、どんどんサービスの状況をつくるということで進んで

いる。だけれども、陸別の場合は、これ以上施設をつくるとか、そういうふうなソフト的

なサービスにしても、やればやるほど介護保険料に影響が出てくると、そういうようなこ

ともあるのですよね。ですから、人数が減ることによって、要するに、どのものに、ある
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程度重点を置いていくかということも必要ではないかなというふうに思うのです。ですか

ら、ＮＰＯ、それから社協、それから北勝光生会と、そういう施設関係等々、サービスを

提供しているところのすり合わせは、今後、十分にしていかなければならないのではない

かなというふうに思います。それはやはりきちんとやってもらいたい。

それから、施設を運営するというのは、外から人が来てくれなければならないというこ

とで、今言ったように、３２人陸別に受け入れているから、逆に言ったら、住所地特例で

陸別の人が１４人行っているけれども、それの倍以上の人が陸別を、施設を利用してくれ

ているという現状をきちんと把握していかなければならないし、今後、他町村でそういう

施設の充実度がふえればふえるほど、逆に今度、剥がすというのかな、陸別町に入ってい

る人が、逆にまたその出身地のほうに戻っていくと、そう見受けられる状況があると。そ

ういうことを考えて、やはりきちんとしたハード、ソフト事業について、住民に不安のな

いような形を、行政、それとそういう施設介護をやっているところとのすり合わせを十分

にしていただきたいというふうに思います。

○議長（宮川 寛君） 早坂保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（早坂政志君） 議員のおっしゃるとおりだと思っております。

これから、随時、すり合わせ等、意見交換なども含めてやらせていただきたいと思いま

す。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、議案第２９号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２９号平成２５年度陸別町介護保険事業勘定特別会計予算を採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第２９号は、原案のとおり可決されました。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第３０号の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算のうち、歳出全般について行います。

事項別明細書は、９ページから１０ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、歳入全般について行います。
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事項別明細書は、７ページから８ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、議案第３０号全般について質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、議案第３０号についての質疑を終わります。

これから、討論を行います。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第３０号平成２５年度陸別町後期高齢者医療特別会計予算を採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（宮川 寛君） 起立全員です。

したがって、議案第３０号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎教育関係行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 本日、公立高等学校入学試験の発表があり、中学生生徒の進路状

況について、教育長から行政報告をしたいとの申し出がありました。

これを認めたいと思います。

野下教育長。

○教育長（野下純一君）〔登壇〕 教育関係の行政報告に関し、本日、道立高等学校の合

格者の発表がありましたので、陸別中学校卒業生の現在の進路状況について口頭で報告い

たします。

卒業生は２３人であり、全員が高等学校進学であります。進学先の内訳につきまして

は、足寄高校が１０人、本別高校が２人、管内の高校が４人、管外の高校が７人でありま

す。以上が進路状況であります。

以上で、教育関係の行政報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎追加日程第１ 議案第３１号平成２４年度陸別町一般会計補正

予算（第８号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 追加日程第１ 議案第３１号平成２４年度陸別町一般会計補正予

算（第８号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。
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金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第３１号平成２４年度陸別町一般会計補正予算（第

８号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１７７万７,００

０円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４４億４,７５５万５,０００円

とするものでございます。

内容につきましては、副町長のほうから説明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、議案第３１号について説明をさせていただきま

す。

議案第３１号平成２４年度陸別町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

２、歳出。

２款総務費１項総務管理費１目交流センター管理費１１節需要費３７万６,０００円の

追加であります。これは燃料費でありまして、オーロラハウスの宿泊利用者の増に伴いま

して不足するということで、燃料費の追加になります。それから、１３節委託料７５万

５,０００円でありますけれども、これは宿泊研修施設管理委託分であります。実は、１

月３１日の第１回の臨時会において、委託料を１３０万円ほど追加しまして議決いただき

ましたけれども、実はそれ以降も、１月、２月の宿泊利用者が増加傾向にありまして、１

月３１日の補正予算から見ますと２１４名ほどの利用増が見込まれます。したがって、最

終見込みとしては、委託料１,５１８万１,０００円の見込みでありまして、１月３１日に

補正をしました１,４４２万６,０００円との差額７５万５,０００円を追加でお願いする

ものであります。

それから、８款の土木費２項道路橋りょう費１目の道路橋りょう総務費１３節委託料８

９万２,０００円。説明欄にありますとおり、道路台帳作成及び修正であります。実は、

先週の８日に、補正予算第７号において、この委託料について１３６万５,０００円の減

額、入札残ということで補正をさせていただきまして、議決をいただいたわけであります

けれども、実は、１３６万５,０００円の減額の数字は、一つの事業が漏れておりまし

て、その分を加算しないで減額したということが判明いたしました。したがって、本来４

７万３,０００円の減額をすべきところ、１３６万５,０００円の減額をしたということ

で、ここに記載の８９万２,０００円を今回復活させていただきたいということで、予算

を計上しているところであります。
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それから、４項住宅費１目の住宅管理費、需要費で２６万４,０００円、修繕料であり

ますけれども、実は平成９年に建設しました共栄団地の１戸が、給湯ボイラーなのですけ

れども、実は、先週の１２日に故障しているというのがわかりました。それで、早急に修

繕しないと入居者の生活にも支障が出るということでありますので、今回、その給湯ボイ

ラーの修繕について補正をお願いするものであります。既定予算額が７００万円あります

けれども、現在残額が５万６,４７９円ということで、予算が不足するということでの補

正であります。

それから、次のページ、１０款教育費１項の教育総務費２目の事務局費であります。給

料５１万円の減額。これは、人件費を精査した結果、教育長の給料１カ月分を余分に計上

したということが判明いたしました。事務処理のミスでありますけれども、今回、この１

カ月分の計上を減額させていただくという内容であります。

土木費と今回の教育費の補正予算は、初歩的な事務処理のミスということでもあります

ので、今後、このようなことがないように十分注意をしていきたいと思っております。

どうも申しわけありませんでした。

それでは、歳入、４ページに移ります。

１、歳入であります。

９款地方交付税１項地方交付税１目の地方交付税であります。既定額２５億７,１５４

万円は、３月８日に今年度の普通交付税が確定したということで、全額２３億９,１５４

万円と特別交付税の１億８,０００万円で予算を計上しておりました。実は、今回、国の

補正予算絡みで、２４年度の普通交付税について、毎年７月に交付税を算定するわけです

けれども、その算定の結果、全国の市町村において国の予算額を上回った金額になるわけ

です。それは、調整率として減額をいたしまして、陸別町も２３億９,１５４万円と今年

度、確定したわけですけれども、実は、国の補正予算で、今回、全額復活されました。し

たがって、追加交付として４９６万６,０００円が、今回、国から普通交付税として追加

をされるわけであります。それで、今回、歳入歳出予算の不足分の７０万２,０００円を

追加いたしまして、普通交付税と特別交付税合わせて２５億７,２２４万２,０００円とす

る内容であります。ちなみに、現在４２６万４,０００円ほど留保しているということに

なります。

１２款使用料及び手数料１項使用料１目の総務使用料１節の行政財産使用料、ふるさと

交流センター使用料３万６,０００円、それから、その下の８２万９,０００円は、それぞ

れ、先ほど歳出で説明させていただきましたけれども、宿泊利用者の増に伴う歳入の追加

となります。

１９款諸収入５項雑入３目の雑入であります。５節の雑入で、ふるさと交流センター燃

料等使用料２１万円、これも、宿泊利用者の増に伴う追加の歳入となります。

以上で、議案第３１号の説明を終わらせていただきます。以後、御質問によってお答え

をしていきたいと思っておりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
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以上であります。

○議長（宮川 寛君） これから、議案３１号平成２４年度陸別町一般会計補正予算（第

８号）の質疑を行います。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は４ページから６ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認めます。これで、終わります。

これから、議案３１号平成２４年度陸別町一般会計補正予算（第８号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１０ 発議案第２号陸別町議会ホームページ運営規程

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１０ 発議案第２号 陸別町議会ホームページ運営規程を

議題とします。事務局長に、発議案第２号を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 読み上げさせていただきます。

陸別町議会ホームページ運営規程。

見出し、目的。

第１条、この規程は陸別町議会の議事及び活動を広く周知することにより、住民の議会

活動への理解と町政参加を推進することを目的として、掲載する陸別町議会ホームページ

（以下、「議会ページ」と言う）の運営について、必要な事項を定めることを目的とす

る。

見出し、基本的事項。

第２条、議会ページの運営に当たっては、陸別町インターネット利用規程（平成１７年

陸別町訓令第３号）を遵守するとともに陸別町個人情報保護条例（平成１３年陸別町条例

第１４号）の規定に基づき、個人情報の保護に十分留意するものとする。

見出し、運営体制。

第３条、運営は議会運営委員会（以下、「委員会」と言う）の所管とし、議会ページ開

設者は議長とする。

第２項、委員会は必要に応じ、議会運営委員長が招集して、次の各号に掲げる事項を協
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議し、議長の承認を得て決定する。

第１号、掲載内容に関すること。第２号、議会ページのレイアウト、表示方法に関する

こと。第３号、その他議会ページに関すること。

第３項、常任委員会の活動事項にかかわる掲載内容については、所管する常任委員長が

議会運営委員長に提出する。

見出し、掲載内容。

第４条、議会ページには、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

第１号、議員名簿、委員会構成。第２号、議会傍聴案内。第３号、陳情請願の方法につ

いて。第４号、本会議について。日程、議案、一般質問の予定。第５号、議決結果。第６

号、本会議会議録。第７号、一般質問と答弁（録音データ）。第８号、議会広報の写し。

第９号、委員会活動について。第１０号、その他前条第２項の規定に基づき掲載を決定し

た事項。

見出し、事務。

第５条、議会ページのデータ作成事務等については、議会事務局職員が行い、掲載につ

いては町ホームページ運営所管課に依頼する。

見出し、委任。

第６条、この規定に定めるもののほか、必要な事項は委員会に諮り、議長の承認を得て

決定するものとする。

附則、この規程は平成２５年４月１日から施行する。

平成２５年３月１８日提出。提出者、陸別町議会議員、村松正敏。賛成者、陸別町議会

議員、河瀬洋美、同じく野尻秀隆、同じく多胡裕司、同じく古田英一。

提出の理由は記載のとおりでございます。

○議長（宮川 寛君） 村松議員より、提出に当たっての趣旨説明を求めます。

○６番（村松正敏君）〔登壇〕 ただいま、事務局長が朗読しました内容のとおり、陸別

町議会ホームページ運営規程を新たに定めようとするものであります。

これまでも、本町議会については、陸別町のホームページ内において、議会の紹介、定

例会の日程等について掲載はしておりましたが、今後どのようにしていくべきか、議会の

活性化策の一つとして、議会運営委員会において慎重に検討を進めてまいりました。

町民の議会活動への理解と町政への参加を推進していくとともに、私ども議員の資質を

高めるためにもホームページの内容を充実させていく必要があると判断をいたしました。

したがいまして、掲載事項等を本規程で定め、運営していこうとするものであります。

これまでと同様に、町のホームページの中に掲載するものであり、新たな費用が発生す

るものではありませんが、ホームページの構築には町の担当職員の御協力もお願いしたい

と思います。

以上のとおりでありますので、議員各位の御賛同をお願いし、提出に当たっての趣旨説

明といたします。
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○議長（宮川 寛君） 本案については、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思いま

す。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

これから、発議案第２号、陸別町議会ホームページ運営規程を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、発議案第２号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 意見書案第１号平成２５年度地方財政対策に関する意見書の

提出について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１１ 意見書案第１号平成２５年度地方財政対策に関する

意見書の提出についてを議題とします。

事務局長に意見書の本文を朗読してもらいます。

○事務局長（吉田 功君） 朗読させていただきます。

平成２５年度地方財政対策に関する意見書。

平成２５年度地方財政対策は、一般財源総額が前年と同水準で確保されており、これま

で地方税財源の安定的な確保について強く要請してきた地方の声を理解していただいたも

のと、関係各位の御尽力に対し敬意と感謝の意を表するところである。

しかしながら、国の財政再建を目的とした三位一体改革によって、市町村は地域間格差

が拡大し、厳しい財政運営を強いられ、深刻な経済、雇用状況と相まって、地域の疲弊が

深刻化していることに加えて、地方税制は地方の自主的な根幹をなすにもかかわらず、平

成２５年度税制改正大綱では、地方の声が十分に反映されたものとは言えないなど、地方

は将来の財政運営に大きな不安を抱えている。

このような状況において、国家公務員の給与削減支給措置に準じて地方公務員の給与削

減を求め、地方交付税を削減することは、その根拠が極めて不明確な上に、厳しい財政事

情から、国に先駆けて給与の独自削減や職員削減を行ってきた地方の努力をないがしろに

する極めて不合理な措置であり、同時に、地方交付税制度の地方公共団体間の財源の不均

衡を調整する財源調整機能、及び、どの地域に住む住民にも一定の行政サービスが提供で

きる財源保障機能を無視した、税収が乏しく財政基盤の脆弱な自治体ほど、その影響を大

きく受ける不公平な政策である。

特に、地方との十分な協議を経ず、国の政策を地方に一方的に押しつけるために、地方

固有の財源である地方交付税を削減することは、これまでの国と地方の信頼関係を大きく
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損なう極めて理不尽な措置で、遺憾であると言わざるを得ない。

よって、国は、今回のような措置を二度と繰り返さないよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２５年３月北海道足寄郡陸別町議会議長宮川寛。

○議長（宮川 寛君） 村松議員から、提出に当たっての趣旨説明を求めます。

○６番（村松正敏君）〔登壇〕 ただいま事務局長が朗読しました、平成２５年度地方財

政対策に関する意見書の提出に当たり、趣旨説明を申し上げます。

本案の提出に当たりましては、議会運営委員会において協議を行い、委員全員の賛成を

いただき、また、議員協議会においても説明をさせていただいたところであります。

政府は、平成２５年度予算編成に当たり、地方公務員の給与を７月から、国家公務員給

与の平均７.８％削減措置に準じて必要な措置を講ずるよう地方に求め、それを反映した

地方交付税や義務教育費国庫負担金等を算定するとしています。

これまでの地方の行政改革の努力を適切に評価することもなく、使途の自由な交付税を

減額し、さらに、技能系職員の給与や人事評価システムの活用にまで言及することは、地

方自治体の自由裁量を制限するばかりではなく、地方分権を無視したものであると言わざ

るを得ません。

地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、公平、中立な知見を踏まえつつ、個々の

財政事情や議会、住民の意思に基づき、地方が自主的に決定すべきものであります。

このことから、本意見書を、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、総務

大臣に対し提出しようとするものであります。

以上のとおりでありますので、議員各位の御賛同をお願いし、趣旨説明といたします。

○議長（宮川 寛君） 本意見書案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したい

と思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

これから、意見書案第１号を採決します。

意見書案第１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 委員会の閉会中の継続調査について

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１２ 委員会の閉会中の継続調査についてを議題としま

す。



― 46 ―

議会運営委員会、総務常任委員会及び産業常任委員会の各委員長から、会議規則第７５

条の規定により、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があり

ます。

お諮りします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。

────────────────────────────────────

◎閉会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） お諮りいたします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。

会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は、本日で閉会することに決定しました。

───────────────────────────────────

◎閉会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これで、本日の会議を閉じます。

平成２５年陸別町議会３月定例会を閉会します。

閉会 午後 ２時０６分


